
あなたにとってどのような施設かの設問では、気軽に立

ち寄れる場所、村の復興のシンボルという回答が見られた

図 ）。

今後の施設運営について

施設 の指定管理者に今後の施設運営についてヒアリ

ングを行ったところ、「これまで復興交流館の役割として

地域コミュニティをつなぐ施設を目標として人が少なく、

行政区活動ができない中、コミュニティの場づくりを行っ

てきたが 年が経ち、それぞれの行政区活動ができるよう

になってきたため、コミュニティの維持や形成の支援をは

じめ、環境維持、地域事業者に対する支援事業を続けなが

ら、次の展開として経済活動（地域経済）の活性化を目標

に様々な産業に目を向けてもらえる施設を目指したい」

という回答が得られた。

これらを展開するために大きく施設内部のレイアウト

等を変更するなど、現在リニューアルを検討している。

まとめ

各自治体の復興に資する目的でつくられた施設である

復興交流施設は、その立地や特性は、既存施設との関係も

あり多様であるが、まちなかではイベント、山間地では日

常利用が多くなる傾向がある。また、新型コロナウィルス

感染拡大もあった中、開館以来、来館者数や利用回数も大

きな変化なく維持されている。

施設 では「日常利用」と「イベント利用」の割合が変

化するなど運営内容の変化が見られた。また、復興と日常

の境目がわかり難くなる中で、どの施設も施設 に見られ

る様な運営の工夫をしながら、自治体内外の交流の促進す

る施設として、徐々に受け入れられていると考えられる。
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復興事業との関係に関する研究 
 

Study on the discrepancy between the needs of temporary housing residents and 
reconstruction projects in Ofunato City 

 
◯中島美登子＊ 

NAKASHIMA Mitoko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. はじめに 

1.1 研究背景 

 大規模な災害が発生した後の復旧・復興の過程にお

いて、被災者は避難所から応急仮設住宅（以下、仮設住

宅）、そして恒久的住宅としての自宅再建や災害公営住

宅への入居、防災集団移転など、幾度もの転居を余儀な

くされる。そうした被災後の住まいの変遷は、基本的に

は行政が進める復興事業に基づいて、それぞれの家庭

の事情や仕事の都合、家計状況に応じて進められるも

のである。しかしながら、仮設住宅から自宅再建や災害

公営住宅などの恒久的住宅への移行が必ずしもうまく

進まない場合もみられる。米野の研究文1）によれば、復

興事業自体の遅れとともに、世帯ごとの事情により恒

久的住宅の再建や確保ができないために仮設住宅を退

去できない世帯が少なくなく、その結果、仮設住宅の撤

去が進まない地域も見られる。とりわけ被害規模が大

きく復興事業に時間を要した三陸沿岸地域では、被災

後 7 年を過ぎても仮設住宅の供与期間を延長するとこ

ろが多かった。 

 

 

 こうした状況に対して、米野文1）はとりわけ高齢者世

帯や経済的な困難を抱えている世帯など最後まで仮設

住宅に残らざるを得ない自立困難世帯に対してよりき

め細かな支援をおこなうことが必要であり、そのため

には適切な実態把握と継続的な調査研究が必要である

と述べている。 

1.2 既往の研究 

 仮設住宅から災害公営住宅等の恒久的住宅への移行

については、これまでにもいくつかの研究がおこなわ

れてきた。阪神淡路大震災において仮設住宅から復興

公営住宅へ転居した被災者へのアンケートをおこなっ

た研究文2）では、希望した元の居住地に戻れなかった人

や本当に住みたいところとは異なるところに転居せざ

るを得なかった人、転居先で知り合いがほとんどおら

ず孤独や不安を感じる人など、不本意な仮住まいの続

く人や将来への不安を抱える人も多いことが報告され

ている。同様に、復興公営住宅入居者を対象とした研究

でも、復興住宅への入居は経済的事情などの理由から

消去法による選択であったこと文3）、仮設住宅の頃と比 
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べて近所付き合いや外出頻度が減少し、孤独感や閉鎖

感を感じている人が多いこと文4）などが報告されている。 

 2011 年の東日本大震災についても、仮設住宅居住者

の住宅計画に対するニーズ調査をおこなった研究文 5〜7）

では、大都市近郊の仮設住宅と地方都市および農漁村

の仮設住宅などの地域性の違いを背景として、入居者

間でニーズの方向性に違いが見られたほか、仮設住宅

生活の長期化、家賃、入居時の抽選方式などに対する不

安が共通して見られたことが報告されている。また、自

治体が被災世帯を対象におこなった居住意向調査に基

づいておこなった研究文 8)では、当初は復興公営住宅へ

の入居を希望していた世帯が後に現地での自宅再建に

変化するなど、復興事業の進捗状況や自治体からの情

報の提供などにより入居者のニーズは変化しているこ

とも指摘された。 

 以上のように、仮設住宅から災害公営住宅等の恒久

的住宅への移行に関する既往の研究では、災害公営住

宅への入居の経緯や転居に際しての地域性や世帯属性

の影響、時間の経過に伴うニーズの変化、入居後の生活

の不安など様々な問題点が明らかにされているが、こ

うした諸問題を生み出す背景としての復興計画・事業

と仮設住民のニーズとのずれに関しては必ずしも十分

に明らかにされていない。この点について、室﨑文 9)は

仮設住宅から恒久住宅への移行を遅らせる原因として、

(1)移行先としての恒久住宅の建設が遅れていること、

(2)恒久住宅の建設予定と被災者のニーズとの間にミ

スマッチがあること、(3)恒久住宅移行に必要な被災者

の資金確保の見通しがむずかしいこと、(4)恒久住宅移

行を支援するソフトなシステムが確立していないこと

を挙げ、全体として復興計画・事業と仮設住民のニーズ

の間に食い違いが生じていることを指摘し、被災者の

実情に応じた適切な選択が行われるよう相談体制の強

化をはかることの必要性を説いている。 

1.3 研究目的 

 以上をふまえて、本研究では東日本大震災の被災地

の１つである岩手県大船渡市の仮設住宅を対象として、

仮設住宅の入居者が自宅の再建や災害公営住宅への移

転ができない原因を明らかにし、行政に対する入居者

の不満や要望を把握することで、仮設入居者のニーズ

と行政が進める復興計画・事業との食い違いを明らか

にし、今後に発生が予想される大規模災害に際して仮

設住宅から恒久的住宅へのスムーズな移行を可能とす

るために必要な知見を得ることを目的とする。 

 具体的には、東日本大震災の発生から 4 年目となる

2014 年 8〜11 月の時点で仮設住宅入居者がどのような

点に不安を感じ、行政に対してどのような不満や要望

を抱いていたのかを具体的に明らかにすることで、仮

設入居者のニーズと行政が進める復興計画・事業との

食い違いを明らかにし、その解消のための手がかりを

得ることが可能となると考えられる。 

1.4 調査時期における被災地の復興状況 

 筆者らが調査をおこなった2014年の時点では、岩手、

宮城、福島の被災 3 県で 8 万人を超える人々が仮設住

宅（建設型）で暮らし、災害公営住宅への入居もなかな

か進まない中で多くの被災者が不安な生活を送ってい

た。仮設住宅の入居者は自宅再建や災害公営住宅への

入居、防災集団移転事業など恒久的住宅への移行を目

指して、仕事の問題、家族の問題、経済的な問題などそ

れぞれに様々な問題に直面していた。一方で、行政が進

める災害公営住宅の建設や防災集団移転地の造成など

は用地取得の問題や土地区画整理事業の進捗の遅れな

どもあり、それらの市民への情報提供は必ずしも十分

とは言えなかった。その結果、多くの仮設住宅入居者は

先の見通しが立たず、不安な状況に置かれていた。 

 一方、被災地の仮設住宅では新たな問題も生まれて

きていた。仮設暮らしが長期化する中で、震災からの復

興という全般的な問題に加えて、高齢者や障がい者等

のいわゆる社会的弱者が直面する問題が次第に深刻化

していた。他の被災者が自宅再建や民間賃貸住宅への

入居、他地域への転出等を進める中で、最後まで仮設住

宅に残る可能性が最も高いのが経済的にも厳しい状況

にある高齢者であった。仮設住宅においてこのような

高齢者をどのように支えていくかという問題が問われ

ていた段階であったと言える。 

 

2. 研究対象と調査方法 

2.1 研究対象 

 本研究で調査対象とした大船渡市は、岩手県南部の

太平洋沿岸に位置し、市の一帯は典型的なリアス式海

岸となっている。2012 年 1月 30 日時点での大船渡市の

震災による人的被害は死者 399 人、行方不明者 86 人、

家屋被害は全壊約 3 千戸、半壊約千戸にまで及ぶ。こ
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のように、甚大な被害を受けた大船渡市であるが、近隣

の陸前高田市や大槌町に比べると被害は少なかった。

また、市役所が被災せずに機能していたことや、交通網

は寸断されずにすんだことにより、ボランティア団体

がいち早く入り、大船渡市の復興に関わることができ

た。それだけでなく、いち早く仮設住宅に設置が推進さ

れている集会所に支援員注 1)を配置したり、高齢者の生

活支援をおこなう高齢者サポート拠点を市内４ヶ所に

設置するなど、他の地区と比べても比較的早くから被

災者支援に取り組んでいる地域である。 

 本研究で研究対象とした 8ヶ所の仮設住宅（図 1、表

1）は、被災前の地域コミュニティの継続性という点で

入居者の構成が異なっている。A、G、N仮設住宅には様々

な地域からの人々が入居しており、もともとの地域コ

ミュニティがほとんど存在していない。S 仮設住宅は、

S 仮設住宅周辺の 5 つの地域出身の人々が入居してお

り、以前のコミュニティは A・N仮設に比べると維持さ

れている方である。K仮設住宅の入居者は、半分が K地

区から入居、残りの半分は K 地区以外から抽選によっ

て選ばれ入居した人々であり、もともとの地域コミュ

ニティを継続している入居者と継続してない入居者と

が混在している。O仮設住宅の入居者は、8割が O地区

から入居した人々であり、残りの 2 割は O 地区以外か

ら抽選で入居した人々である。そのため、全体としては

O地区のコミュニティが継続されているが、そこには属

していない人々も含まれている。T仮設住宅と M仮設住

宅は、ともに入居者全員が T 地区および M 地区から入

居した人々であり、それぞれの地区の被災前の地域コ

ミュニティが継続されている。 

 仮設住宅自治会発足に関しても違いがみられ、A仮設

住宅は主に NPO の協力によって自治会発足にこぎつけ

ることができた。G仮設住宅と N仮設住宅は大船渡市か

ら自治会設置の促しを受けて、それぞれの自治会が設

置された。そのほかの S、K、T、M、O仮設住宅は入居者

からの提案によって自治会が設置された。このように、

被災前の地域コミュニティをある程度継続している仮

設住宅では、入居者自身の提案によって自治会が結成

されているが、被災前の地域コミュニティを継続して

いない仮設住宅では NPO や市役所など外部からの協力

を得て自治会が結成されている。 

 仮設住宅におけるイベントの開催に関しては、A仮設

住宅と K 仮設住宅はボランティアなどの支援者による

イベントが開かれることはあるが、入居者自身による

イベントは行われていない。N仮設住宅は入居者による

サロンや夏祭りなどのイベントが積極的に開催されて

おり、G、M、O仮設住宅も同様である。T仮設住宅に関

しては、民生委員と入居者自身が協力してサロンなど

のイベントを開催している。S仮設住宅も基本的には外

部の支援者によるイベント開催が中心であるが、入居

者自身も積極的にそれらに参加している。このように、

被災以前の地域コミュニティを継続していない仮設住

宅においても、4年目に入り入居者自らが積極的に地域

活動に関わるようになった仮設住宅も現れてきている。 

2.2 調査方法 

 本研究では上記の 8 つの仮設住宅の入居者を対象と

して、行政の対応についての意見、災害公営住宅への入

居予定の有無、災害公営住宅を希望する理由、災害公営

住宅の住環境や賃貸条件に関する意見、今後の生活に

ついての不安などについて、留め置き調査と訪問調査

の両方を組み合わせてアンケート調査（表 2）をおこな

 
図 1 調査対象の各仮設住宅の位置 
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表 1 各仮設住宅の概要 

 

仮設住宅 S仮設住宅 A仮設住宅 G仮設住宅 N仮設住宅 K仮設住宅 T仮設住宅 M仮設住宅 O仮設住宅

整備戸数 81戸 308戸 42戸 125戸 37戸 42戸 55戸 112戸

入居開

始日

2011年

（H23）6月

2011年

（H23）6月

2011年

（H23）8月

2011年

（H23)5月

2011年

（H23）6月

2011年

（H23）6月

2011年

（H23）5月

2011年

（H23）5月

集会施

設有無
集会所あり 集会所あり 談話室あり 集会所あり 談話室あり 談話室あり 談話室あり 談話室あり

自治会

発足年

2011年

（H23）6月

2012年

(H24) 3月

2011年

（H23）8月

2011年

（H23）9月

2011年

（H23）6月

2011年

（H23）7月

2011年

（H23）11月

2011年

（H23）11月

自治会

発足の

経緯

入居者から

自治会設

置を提案

NPOが自

治会設置を

促す

大船渡市

が自治会

設置を促す

大船渡市

が自治会

設置を促す

入居者から

自治会設

置を提案

入居者から

自治会設

置を提案

入居者から

自治会設

置を提案

入居者から

自治会設

置を提案

入居者

の構成

S仮設周辺

の５つの集

落

様々な地区

から入居

様々な地区

から入居

様々な地区

から入居

K地区が5

割、他地区

からが5割

入居者す

べてがＴ地

区の住民

入居者す

べてがM地

区の住民

O地区が8

割、他地区

からが2割

イベント

開催の

状態

支援者が

企画したイ

ベントに参

加

支援者が

企画したイ

ベントに参

加

入居者自ら

様々なイベ

ントを企画

入居者自ら

様々なイベ

ントを企画

支援者が

企画したイ

ベントに参

加

民生委員と

入居者が

様々なイベ

ントを企画

入居者自ら

様々なイベ

ントを企画

入居者自ら

様々なイベ

ントを企画
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った注2)。その結果、表 3に示すように、仮設住宅によ

って 25〜65％と回収率にかなりのばらつきが生じてし

まった。そこで、次章以下では基本的に 8 つの仮設住

宅全体の合計値に基づいてアンケート結果の分析をお

こない、適宜、必要に応じて個別の仮設住宅ごとの特徴

についても言及することとする。 

 また、仮設住宅のアンケート調査において、インタビ

ュー調査の了承が得られた90人にインタビュー調査を

実施して（表 4,表 5）、仮設住宅での暮らしや今後の住

まいへの不安、行政への不満など自由にそれぞれの思

いを語ってもらった。本稿では、その中でも、現在の住

まいの状態とこれからの住まいの見込み、そして行政

に対する要求や不満を明確に述べた11人に関して詳細

な分析をおこなった。 

 

3. 住まいをめぐる復興事業 

 行政に対する仮設住宅入居者のニーズや不満を把握

するうえでは、まず行政が進める住まいをめぐる復興

事業の内容を理解する必要があると思われる。そこで

以下では岩手県および大船渡市が実施した住宅再建支

援事業の概要について述べたい。 

3.1 住宅再建支援事業 

 岩手県および大船渡市では被災者の住まいをめぐる

支援事業として、第一期復興実施計画（2011 年 8月） 

において「災害復興住宅融資利子補給事業」を開始した。

これは住宅への新たなローンの借り入れをする者に対

する既存の住宅ローンへの利子補給を実施するほか、

既存住宅の改修などを行うものに対する新たなローン

への利子補給を実施するというものである。しかしこ

の時点ではようやく仮設住宅の整備が進んだ段階で、

まだ被災者の住宅再建を積極的に促す状況ではなかっ

た。次いで、第二期復興実施計画（2014 年 6 月）にお

いては、震災復興特別交付税を財源として岩手県から

各市町村に交付された東日本大震災津波復興基金市町

村交付金（住宅再建分）を活用して住宅再建支援制度の

拡充がはかられた。そこでは、震災による被害を受けた

方への災害義援金や生活再建支援金、災害援護資金な

どの給付金制度に加えて、住宅移転等敷地造成費補助

金、復興住宅新築補助金、被災住宅補修等補助金、被災

住宅債務利子補給補助金、被災宅地復旧補助金、住宅再

建移転補助金などの住宅再建支援のための各種の補助

金制度も設けられ、被災者の住宅再建を後押しするこ

とが期待された。 

3.2 住宅再建支援事業の問題点 

 しかしながら、これらの補助金支給にあたっては、多

くの制約条件や複雑な手続きが必要であった。例えば、

大船渡市資料によれば、バリアフリー対応や県産材を

使用した住宅の新築・購入の場合にバリアフリーの床

面積や県産材の使用量に応じて補助金が異なったり

（復興住宅新築補助金）、被災住宅の補修においては応

急修理制度を利用していないことや被災者生活再建支

援金の対象外であることなどの条件がつけられたり、

改修に当たっても耐震改修やバリアフリー改修、県産

材使用改修などの場合にのみ補助金が支給される（被

災住宅補修等補助金）、被災した宅地の復旧にあたって

は法面の保護や排水施設の設置、地盤の補強、浸水域で

のかさあげなど補助対象の工事が限定されていること

（被災宅地復旧補助金）、居住住宅が全壊もしくは半壊

（要解体）し、大船渡市内に住居を確保し移転した場合

に限り、1回だけ移転費を補助する（住宅再建移転補助

金）など、必ずしも誰もが容易に利用できるようなもの

ではなかった。 

表 2 アンケート調査の概要 

 
表 3 アンケート配布・回収状況 

 

表 4 インタビュー調査の概要 

 
表 5 インタビュー対象者 
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3.3 災害公営住宅の建設と入居 

 大船渡市では 2014 年 9月時点で県営 9団地、市営 17

団地、総戸数 800 戸余りの災害公営住宅の建設が計画

されていた。筆者らが調査を開始した 2014 年夏の時点

ではそのうちまだ 6 棟ほどしか入居済みとはなってお

らず、大半の災害公営住宅の完成予定、入居予定は 2016 

年度以降にずれ込んでいた。長いところでは 1 年半以

上入居予定が遅れる災害公営住宅も出てきており、災

害公営住宅への入居を希望している被災者にとっては

なかなか先の見通しが立たない状況であった。 

 大船渡市における災害公営住宅（市営）の入居は、仮

申し込みの書類を提出し、その内容が審査された後、抽

選によって入居の可否が決定される（図 2）。県営災害

公営住宅もほぼ同様の手続きである。そのため、希望す

る災害公営住宅があったとしても、自分がそこに入居

できるかどうかはわからない。もしも抽選に漏れてし

まえば、別の災害公営住宅に再び仮申し込みをしなけ

ればならないのである。 

 地方紙「東海新報」の記事注3)によれば、2014 年 9月

の時点で 14 団地 46 戸の仮申し込みの募集がおこなわ

れたが、一般住宅 33戸については 3DK が 22 戸、2DK が

1O 戸、1DK が 1戸であり、車椅子対応住宅 13戸につい

ても 2DK が 12 戸、1DK が 1 戸と、ほとんどの住宅が間

取りの多い 3DK、2DK であった。入居者への聞き取りに

よれば、多くの単身高齢者世帯が災害公営住宅への入

居を希望したが、単身では 3DK や 2DK の部屋には入居

できないとして市役所で入居を断られるケースが相次

いだ注 4)。このように、災害公営住宅の供給と入居者の

ニーズとの間には大きなずれがあったと考えられる。 

 

4. アンケート結果に見る仮設住宅入居者のニーズ 

4.1 回答者の基本属性 

 8つの仮設住宅の全回答者数195人のうち男性95人、

女性94人、不明6人で、性比の違いはみられなかった。

 
図 3 災害公営住宅への入居は決まりましたか 

 

図 2 災害公営住宅申し込みの流れ（市営） 
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年齢については、75歳以上の後期高齢者が 60人（31％）、

65〜74 歳の前期高齢者が 53人（27％）、64歳以下が 74

人（38％）、不明 8 人（4％）で、65 歳以上の高齢者が

半数以上を占めている。世帯構成は、「夫婦のみ」世帯

が 57 戸（29％）、「一人暮らし」世帯が 51 戸（26％）

で、両者を合わせると半数以上を占める。年齢別にみる

と、60歳代以上で「夫婦」世帯の割合が増加しており、

特に S、A、O、M、G、N、T仮設住宅でその傾向がみられ

る。80 歳以上では「一人暮らし」世帯の割合が増加し

ており、特に A、O、M、G、N、K仮設住宅でその傾向が

見られる。以上のことから、年齢を重ねるごとに「一人

暮らし」「夫婦」と高齢者の世帯が多くなる様子がうか

がえる。	

4.2 災害公営住宅への入居について 

 「災害公営住宅への入居は決まりましたか」という設

問に対しては、図 3に示すように、8仮設住宅の全体で

見ると「はい」が 40％、「いいえ」が 48％と、あまり大

きな違いはないが、年齢があがるにつれて「はい」の割

合が大きくなっており、高齢になるほど災害公営住宅

を選択する人が多くなっていることがわかる。しかし

ながら、この割合は仮設住宅によって大きく異なって

いる。コミュニティが継続している M、T仮設では、地

元に留まりたいと思われる入居者が多いため、災害公

営住宅への希望が他の仮設よりも相対的に少なく、「い

いえ」の割合が大きい。一方、コミュニティが継続して

いない A、N仮設では、災害公営住宅への移住を希望す

る人が多く「はい」の割合が大きい。 

 次に上記の設問で「はい」と答えた人に、「希望する

災害公営住宅に決まりましたか」という設問をおこな

ったところ、図 4に示すように高齢になるほど「はい」

の回答が多いことがわかる。さらにその公営住宅を希

望した理由を複数回答で尋ねたところ、無回答を除く

と全体では「近くに店舗がある」が最も多いが、高齢に

なるほど「昔住んでいた地域でよく知っている土地だ

から」や「昔からの友人が近くにいる」が多くなってい

ることがわかる（図 5）。若い世代では「近くに店舗が

ある」や「子供の学校が近くにあるから」という環境条

件的な理由が多くなっていることとは対照的である。 

4.3 災害公営住宅の家賃について 

 災害公営住宅の家賃は間取りや入居世帯の所得水準

によって大きく異なるので一概には比較できないが、

参考までに災害公営住宅の家賃に対する仮設住宅入居

者の意見を紹介する。「災害公営住宅の家賃は高いと思

いますか」という設問に対しては、「無回答」が半分以

上を占めたが、「はい」と回答した人は 26％、「いいえ」

と回答した人は 18％で、家賃が高いと感じている入居

 

図 4 希望する災害公営住宅に決まりましたか 

 
図 5 入居が決まった災害公営住宅を希望した理由 

（複数回答） 

 

図 6 災害公営住宅の家賃はいくらまでなら支払可能ですか 
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者は一定数いることがわかった。次に、「いくらぐらい

までなら支払が可能だと思いますか」という設問に対

しては、無回答を除くと、「現在（仮設）と同じように

光熱費のみ」が最も多く、特に 75歳以上の後期高齢者

は「現在（仮設）と同じように光熱費のみ」と「1万円

以下」および「５千円以下」をあわせると 40％を超え

ている（図 6）。後期高齢者の置かれた経済的な状況を

反映していると考えられる。 

4.4 今後の生活の不安について 

 災害公営住宅への入居や自宅の再建などの仮設後の

住まいの目処が立っていない入居者に対して、「今後の

生活に対してどのような不安がありますか」という設

問を複数回答で尋ねてみた（図 7）。その結果、高齢者

になるほど「建設が遅れている中で、自分たちが生きて

いる間に本当に公営住宅へ移れるのか」や「出ていく人

がいる中で、自分はなかなか目処が立たないという不

安」を感じている人が多いということがわかった。当初

の仮設住宅の居住年限の２年間は過ぎたにもかかわら

ず、仮設後の住まいが決まらない中で、次第に不安が高

まっていくであろうことは容易に想像される。自分に

とっての終の住処を見つけることはできるのだろうか、

それを見つけられないままに人生を終えてしまうので

はないだろうかという先が見通せない不安感は、とり

わけ高齢者にとって深刻な問題だと思われる。 

4.5 行政の対応について 

 最後に行政の対応についての仮設住宅入居者の意見

を聞いてみた。図 8 は「行政の政策や対応に満足して

いますか」という設問に対する回答だが、どの世代でも

共通して「いいえ」の割合が高く、7割前後を占めてい

る。これを仮設住宅別に見ると、コミュニティが継続し

ている S、M、T仮設で若干「はい」の割合が大きく、コ

ミュニティが継続していない A、G、N 仮設では「いい

え」の割合が大きくなっている傾向は見られるものの、

それほど顕著な差異ではない。 

 そこで「行政のどのような政策や対応に不満があり

ますか」と複数回答で尋ねたところ、表 6 のような回

答が得られた。無回答とその他を除くと、最も多かった

のは「情報をはっきり開示しない」「情報を開示するの

が遅い」であった。3.1 で指摘した住宅再建支援事業の

補助金申請の複雑さや条件の厳しさは、実際に申請を

してみてうまくいかなかったときに初めてわかること

が多く、あらかじめ補助金申請に関する情報や申請方

法をわかりやすく開示してほしいという声は、インタ

ビューでもよく聞かれた。また、4.4 でも言及したよう

に仮設後の住まいの目処がなかなか立たない中で、今

後の災害公営住宅がいつ頃、どこに建設されるのか、自

分が入居できる見込みはあるのかなどに関する情報は、

仮設住宅入居者の不安を和らげるためにも重要である

と思われる。 

 

5. インタビュー結果に見る仮設住宅入居者の不安と不満 

 
図 7 今後の生活にどのような不安がありますか（複数回答） 

（仮設後の住まいの目処が立っていない方） 

 

図 8 行政の政策や対応に満足していますか 

表 6 行政のどのような政策や対応に不満がありますか（複数回答） 

 

不満の内容 回答数

情報をはっきり開示しない 26

情報を開示するのが遅い 25

復興公営住宅の立地(高台移転)　　 7

復興公営住宅の入居者を抽選で決めること 6

換地はできないのに、自分の土地は手放してすぐに立ち退けと言われた 1

景観のことよりも住民の暮らしがいち早く戻るようにしてほしい 16

自分たちの意見をもっと取り入れてもらいたい 17

もっと誠実に対応してもらいたい 16

その他 28

無回答 39

合計 181
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 前章ではアンケート調査の結果から、災害公営住宅

への入居や生活の不安、行政の対応への不満などを明

らかにした。本章では、これらをふまえて、一人ひとり

の仮設住宅入居者が現在どのような住まいをめぐる状

況にあり、どのような不安や不満を感じているのかを、

11人の仮設入居者を事例にして明らかにしたい。 

 表 7 は 8 人の前期および後期高齢者について、現在

および今後の住まいについてのインタビュー結果をま

とめたものである。災害公営住宅への入居を希望して

いる後期高齢者の afさん、jさん、agさんの 3人はい

ずれも災害公営住宅の抽選結果を待っている状態であ

り、仮設後の住まいが決まらない状態にある。一方、災

害公営住宅への入居は決まった e さんは、肝心の災害

公営住宅が完成しておらず、その完成を待っている状

態である。これら 4 人の高齢者は、私有地を売却でき

なくなり自宅購入が不可能になった ag さんを除いて、

いずれも災害公営住宅に関する行政からの情報が不十

分であることを不満に感じているようである。こうし

た背景には自分自身や家族の健康問題も関係して、先

行きが決まらないことに大きな不安を感じている。 

 一方、後期高齢者の m さんは当初、高台移転を予定

いていたが、その後自身の病気が見つかったことによ

り高台移転をあきらめて災害公営住宅へ予定を変更し

ようとしたが、すでに高台の土地を造成しているので

今から変更はできないと市役所から言われてしまった

という。また同じく高台移転を予定しているbさんは、

自宅を再建する予定だった土地が後に道路になること

がわかり、家を建てることができなくなってしまい、行

政とのやりとりに不満を感じている。 

 災害公営住宅への入居を希望している前期高齢者の

hさんは、息子夫婦の家を自分名義で建てたために、す

でに住宅再建資金を使ったということで、災害公営住

宅への応募を断られたという。同様に県外に暮らす息

子夫婦のもとで家を再建した o さんは、県外に馴染め

ずに大船渡へ戻ってきて災害公営住宅に応募しようと

したところ、やはりすでに補助金を使っているので災

害公営住宅へは入居できないと言われたという。 

 このように、それぞれが抱えた事情は異なるものの、

さまざまな理由で仮設後の住まいの見通しが立たない

状況に置かれており、その背景には行政からの情報提

供が不十分だったり、補助金支給の条件をよく理解で

きていなかったりという問題が共通してみられる。高

齢者となり、自身や家族の健康の問題もあり、先の見通

しがつかない暮らしに大きな不安を抱えているという

点も共通している。一方、そういった不安を軽減し、精

神的な支えとなっているのが仮設住宅内での入居者同

士の交流（お茶っこ）や助け合いであることも、インタ

ビュー結果からは読み取れる。 

表 7 インタビューによって得られた仮設住宅住民の意見（高齢者） 
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 一方、こうした状況は高齢者以外の世代でも同様に

みられるようである。表 8 は 3 人の高齢者以外の世代

（50歳代および 60歳）の仮設住宅入居者について、現

在および今後の住まいについてのインタビュー結果を

まとめたものである。3人はいずれも災害公営住宅の入

居を希望しているが、ahさんを除く qさんと paさんの

2 人は災害公営住宅に入居できる目処が立っていない。

被災前に賃貸住宅に暮らしていた q さんは、大家から

退去命令が出されていないため罹災証明書を入手でき

ず、災害公営住宅に申し込めない状況に置かれている。

pa さんは希望した災害公営住宅の抽選にはずれて、現

在はキャンセル待ちの状況である。これらの3人とも、

行政が被災者のニーズを把握しておらず、情報も十分

に提供されていないという点に大いに不満を感じてい

るようである。 

 このように、仮設住宅入居者へのインタビュー調査

の結果からは、行政からの情報提供が不十分だったり、

また複雑な規則や手続きに戸惑い、住宅再建支援事業

のセーフティネットからこぼれ落ちてしまう人々の存

在が見えてくる。行政の公平性という大原則は守りな

がらも、被災者自身が情報にアクセスし、仮設後の住ま

いについて意思決定できるような制度の運用方法を検

討する必要があるのではないかと思われる。 

 

6. おわりに 

 本研究では、岩手県大船渡市における住まいをめぐ

る復興事業の実態と問題点を明らかにし、仮設住宅を

対象としたアンケート調査とインタビュー調査の結果

に基づいて、仮設住宅の入居者が仮設後の住まいへ移

行するうえでどのような問題に直面し、また行政に対

するどのような不満や要望を有しているかを明らかに

することで、仮設入居者のニーズと行政が進める復興

計画・事業との食い違いを明らかにした。その結果、以

下のような問題点が明らかとなった。 

（１）住宅再建支援事業は国や県からの補助金を背景

に莫大な予算が投じられているが、実際に被災者が補

助金支給を申請するためにはさまざまな条件や複雑な

手続きが必要であり、必ずしも誰もが容易に利用でき

るようなものではなかった。 

（２）災害公営住宅は当初、3DK や 2DK など比較的広い

間取りが多かったが、実際の入居者は高齢者の夫婦世

帯や一人暮らし世帯が多く、入居者の実態と行政の認

識との間にずれが生じている可能性がある。 

（３）災害公営住宅は恒久的住宅であり、家賃負担とい

う点でも経済的な自立が前提とされているが、実際に

被災した高齢者が負担できる家賃には限界があり、仮

設住宅から災害公営住宅に移ったからと言って生活が

楽になるわけではない。その点を踏まえて一定の生活

支援を継続する必要があると考えられる。 

（４）仮設後の住まいに目処が立たない仮設住宅の入

居者たちの中には、「自分たちが生きている間に本当に

公営住宅へ移れるのか」、「自分だけが取り残されてし

まうのではないか」という不安が生まれている。こうし

た不安感を軽減するためのさまざまなサポートが必要

となるが、行政からの情報提供は限られており、必ずし

も不安解消につながってはいない可能性がある。 

（５）仮設住宅入居者は健康問題や家族との関係、仕事

や収入の問題などそれぞれにさまざまな問題を抱えて

いるが、行政の公平性という原則をふまえたうえで、可

能な限り柔軟な対応が求められる。 

 以上の結果をふまえて、今後に発生が予想される大

規模災害に際して仮設住宅から恒久的住宅へのスムー

ズな移行を可能とするための方策を検討する必要があ

るだろう。 
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注釈 

注 1)この制度は北上市の支援のもとで 2011 年 9 月に開始され、大船

渡市内の 37 の仮設住宅団地に対して最大 81 名の支援員が配置され

た。北上市の支援が終了した後も、2014 年度からは国の復興支援員制

度を活用した大船渡市直営の事業として運営された。 

注 2）調査時点で入居が確認された世帯全てに調査票を配布し、空室

と思われる住戸には配布しなかった。 

注 3) 「未内定 46 戸分募集へ 大船渡の災害公営住宅」東海新報,2014

年 9 月 6 日, p.2 

注 4）聞き取りによれば、その後に単身でも 3DK や 2DK への入居を認
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